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第１章  刈谷市ＤＸ推進計画の策定にあたって 

 

１ 策定の背景と目的 

近年、インターネット等のＩＣＴ（情報通信技術）の急速な発展は、私たちの生活に大きな

変化をもたらしてきました。スマートフォンやタブレット端末の普及により、いつでも、どこでも、だれでも

インターネットを介して、必要な情報を取得できるようになりました。 

 一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大により、行政のデジタル化の遅れが顕著に現れました。

特に、特別定額給付金申請の対応は象徴的で、オンライン申請を可能としながらも、業務はデ

ジタル化されておらず人の手による作業を必要とするなど、課題が多く残りました。  

こうした中、国においては、令和２年（2020 年）12 月 25 日閣議決定された「デジタル社

会の実現に向けた改革の基本方針」において、デジタル社会の目指すビジョンが示されました。ま

た、あわせて、社会全体のデジタル化を進めるために、まずは国・地方の「行政」が、自らが担う行

政サービスにおいて、デジタル技術やデータを活用して、利用者目線に立って新たな価値を創出す

るデジタルトランスフォーメーション（以下「ＤＸ」という。）を実現し、「あらゆる手続が役所に行か

ずにできる」、「必要な給付が迅速に行われる」といった手続面はもちろん、規制や補助金等にお

いてもデータを駆使してニーズに即したプッシュ型のサービスを実現するなど、利用者目線の改革を

進めていくことが必要であり、これにより、あらゆる世代、あらゆる産業を対象とする行政サービスを

通じて、社会全体にデジタル化によるメリットを、誰一人取り残さない形で広くいきわたらせていくこ

と、また、行政が保有する様々なデータを、国民・企業が活用できるような形で連携できるデータ

連携基盤を提供し、民間において様々なデジタル・ビジネスを創出するなど、社会全体のデジタル

化のための基盤を構築していくことが明記されました。 

また、令和 3 年（2021 年）５月にはデジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策

定にかかる基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務等を規定するデジタル社会形成

基本法（令和 3 年法律第 35 号）を始めとするデジタル改革関連６法が成立し、９月には、

デジタル社会の形成に関し行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とするデジタル

庁が設置されるなど、ＤＸを急速に加速させています。 
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日本でデジタル化が遅れている一つの要因は、デジタル化の必要性への理解不足と言われてい

ます。たとえば、行政においては、これまではデジタル化に頼らなくても行政サービスの質を維持する

ことが可能であったかもしれません。しかしながら、近年、少子高齢化、人口減少などの社会変化

に伴い、デジタル化による業務の効率化や自動化、省力化が求められています。その必要性を行

政が認識し、行政がデジタル化への取組を始めたのはごく最近のことです。デジタル化の遅れに対

応するためには、デジタル化の必要性を十分理解した上で、実際にどのように進めれば良いのか理

解し、意思決定し実行することが重要です。 

このような状況を踏まえ、本市においても、国が掲げているビジョンや実行計画に基づき、推進

体制を整備するとともにＤＸを着実に取り組むための「刈谷市ＤＸ推進計画」を策定することとし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 刈谷市の現状と課題 

本市は令和２年度（2020 年度）に市制施行７０周年を迎えました。市制施行以降、本

市の人口は右肩上がりの成長を遂げ、平成 28 年（2016 年）７月１日には人口 15 万人を

達成しました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、令和２年（2020 年）

は社会増減1がマイナスに転じ、人口動態の推移は年間増加数が前年度を下回る状況となって

います。 

                                                 
1 住民の転入数と転出数の差。参考：「自然増減」は死亡数と出生数の差  

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション） 

将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを

創出・柔軟に改変すること（「世界最先端デジタル国家創出宣言・官民データ活用推進基

本計画」（令和２年（2020 年）7 月 17 日閣議決定））で、行政にとってのＤＸとは、

デジタル技術を活用して行政サービスを変革すること。 
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 ✤１ 刈谷市の人口推移予測  全人口の推移  

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所  日本の地域別将来推計人口  

また、本市は、市内及び近隣自治体に自動車関連産業の本社や工場等の拠点が数多く置

かれているため、比較的若い年齢層の人口が多い地域特性を持ちますが、日本全体の深刻な

課題である少子高齢化は本市も例外ではなく、令和 2 年（2020 年）に最も人口が多い 45

～49 歳が令和 22 年（2040 年）には 65～69 歳となり、生産年齢人口 2の減少が急速に

加速すると想定されます。 

 ✤2 刈谷市の人口推移予測  生産年齢人口の推移  

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所  日本の地域別将来推計人口  

                                                 
2 生産活動の中心にいる人口層のことで 15 歳以上 65 歳未満の人口  

    生産年齢人口（ 15～ 64 歳） 
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  ✤3 刈谷市の人口推移予測  高齢化率  

 

    資料：国立社会保障・人口問題研究所  日本の地域別将来推計人口  

その他、各種届出や申請の手続きで窓口に出向かなければならない現状や、多国籍化に対

応するための多言語での対面・電話での相談事業は、デジタル化の推進による改善が見込まれ

るため、市民サービス向上への効果が期待されます。 

少子高齢化、人口減少などの社会変化により多様化、複雑化する市民ニーズへの対応が求

められ、人的サービスの増加が考えられます。一方で、より少ない職員での行政サービス提供の必

要性が高まり、行政運営そのものが変革を求められています。 

 

３ 国の動向（デジタル改革の経緯） 

インターネットを中心としたＩＣＴの活用により世界的規模で生じていた急激かつ大幅な社会

構造の変化に適確に対応する観点から、平成 12 年（2000 年）、高度情報通信ネットワーク

社会形成基本法（平成 12 年法律第 144 号。以下「ＩＴ基本法」という。）が制定されまし

た。 

ＩＴ基本法では、インターネット等の「高度情報通信ネットワーク」を整備し、国民が「容易にか

つ主体的に利用する機会」を有することで、産業の国際競争力の強化、就業の機会の創出、国

民の利便性の向上といった「あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展」がなされるとの考え

    高齢化率（ 65 歳以上割合）  
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のもと、所要の施策、主にインフラ整備とＩＴ利活用が推進され、その後、「データ利活用」と「デ

ジタル・ガバメント」を戦略の柱として推進されてきました。 

一方、多様・大量なデータ流通による負の側面も顕在化され、個人情報の保護や必要なリテ

ラシーを育むことの重要性が増加しました。また、新型コロナウイルス感染症への対応の中で、官

民においてデジタル化を巡る様々な課題が明らかになりました。 

こうした状況を踏まえ、今後、大規模自然災害や感染症等の国民の生命・身体・財産に重

大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある事態に際しての強靭性の確保や少子高齢化等の社

会的な課題への対応のためにもデータの活用が緊要であると考えられ、令和２年（2020 年）

12 月 25 日、ＩＴ基本法の見直しの考え方やデジタル庁設置の考え方について政府の基本的

な方針を盛り込んだ「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が閣議決定されました。 

「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」では、デジタル社会のビジョンとして「デジタル

活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」

を掲げ、「誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル化」を進めるとし、当該ビジョンのもとデジタ

ル・ガバメント推進のための取組を加速する「デジタル・ガバメント実行計画」を、またその計画に盛

り込まれた自治体に関連する施策の実現のため、自治体が重点的に取り組むべき事項、内容を

具体化するため「自治体 DX 推進計画」が策定されました。 

令和３年（2021 年）５月にはＩＴ基本法に代わる法律として「デジタル社会形成基本法

（令和３年法律第 35 号）」が成立し、デジタル社会の形成に関し、ゆとりと豊かさを実感でき

る国民生活の実現、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現、利用の機会等の格差の是

正、個人及び法人の権利利益の保護等の基本理念が規定されるとともに、地方公共団体は

基本理念にのっとり、区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、実施する責務を有すること

が規定されました。そして、令和３年（2021 年）９月デジタル庁発足を経て、令和 3 年

（2021 年）12 月 24 日には、目指すべきデジタル社会の実現に向けて、政府が迅速かつ重

点的に実施すべき施策とデジタル庁を始めとする各府省庁の取組を明記した、新しい「デジタル

社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定されました。 

このように、近年、急速に行政のデジタル改革が進められています。 
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 ✤４ デジタル社会形成基本法施行までの経緯  

 

    参考：内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室「ＩＴ新戦略の概要」  

 

ＩＴ基本法

（平成１２年）

内閣情報通信政策監

（政府ＣＩＯ）の

法定設置

（平成２５年）

官民データ基本法

（平成２８年）

デジタル手続法

（令和元年）

デジタル社会形成

基本法

（令和３年）

ｅ-Ｊａｐａｎ戦略

（平成１３年）

ｅ-Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ

（平成１５年）

世界最先端ＩＴ

国家創造宣言

（平成２５年）

世界最先端デジタル国家

創造宣言・官民データ活

用推進基本計画

（平成３０年）

世界最先端ＩＴ国家創

造宣言・官民データ活

用推進基本計画

（平成２９年）

世界最先端デジタル国家

創造宣言・官民データ活

用推進基本計画

（令和元年）

２０２０ＩＴ戦略

●府省庁横断的な課題に

横串を通して取組を推進

●データ利活用を通じた

社会課題の解決

●行政手続のデジタル化

●国際競争を強く意識

●我が国初のＩＴ戦略

●ＩＴ基盤の整備

●ＩＴ利活用の進化

●利用者の便益、アジア各国

との協調

●ＢＰＲ等を通じた政府自身

の改革の推進

●ＩＴ利活用の裾野拡大

●全ての国民がＩＴ・データ

活用の便益を享受

●ＩＴを活用した社会システム

の抜本改革

●デジタル・ガバメントの推進

●Ｇ２０を軸とした国際対応

●社会全体のデジタル化

●社会実装＆インフラ再構築

●コロナ後のニュー・ノーマル

に対応したデジタル強靭化社会

●デジタル庁の設置

デジタル社会の実現

に向けた重点計画

（令和３年）

超
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Ｉ
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４ 刈谷市ＤＸ推進計画の位置づけ 

刈谷市ＤＸ推進計画は、「基本方針」及び「（仮称）刈谷市ＤＸ推進アクションプラン（以

下「アクションプラン」という。）」の 2 つで構成します。 

「基本方針」は、社会全体のＩＣＴの急速な発展への対応と、ＤＸを推進することによるさら

なる市民サービスの拡充に向けて、本市の行政や地域におけるＤＸ推進に係る基本方針を定め

たものです。 

また、「アクションプラン」は、基本方針や国が掲げるビジョン・実行計画並びに愛知県が策定し

た「あいちＤＸ推進プラン２０２５」を踏まえ、本市における具体的な個別施策を定めます。  

刈谷市ＤＸ推進計画は、「刈谷市総合計画」を上位計画とするとともに、官民データ活用推

進基本法（平成 28 年法律第 103 号）第９条第３項に基づく官民データ活用の推進に関

する施策についての基本的な計画としても位置付けることとします。 

 

 ✤５ 刈谷市ＤＸ推進計画の位置づけ 

 

国

愛知県

刈谷市ＤＸ推進計画

(仮称)ＤＸ推進

アクションプラン

刈谷市総合計画

デジタル社会の実現に向けた重点計画

あいちＤＸ推進プラン２０２５
★愛知県の官民データ活用推進計画として位置付け

基本方針

官民データ活用推進基本法

考慮

デジタル社会形成基本法

自治体ＤＸ推進計画

上位計画



9 

 

５ ＤＸ推進の計画期間 

刈谷市ＤＸ推進計画の対象期間は、国の「自治体ＤＸ推進計画」及び「あいちＤＸ推進

プラン 2025」を踏まえて、令和４年（2022 年）４月から令和８年（2026 年）３月までの

４年間とします。具体的な実施内容や実施スケジュールは令和４年度（2022 年度）に検討

し決定します。 

また、国の政策、社会情勢の変化並びにＩＣＴの動向を踏まえ、適宜見直しを行います。 

 ✤６ 計画期間  

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

2021 2022 2023 2024 2025

県の計画

年度

市の計画

国の計画

　　　など

刈谷市DX推進計画

第７次刈谷市総合計画 第８次刈谷市総合計画

官民データ活用推進基本法

あいちDX 推進プラン2025 (2021-2025)

自治体ＤＸ推進計画 (2021.1-2026.3)

デジタル社会形成基本法

令和３年９月１日デジタル庁発足

デジタル社会の実現に向けた重点計画

デジタル社会の実現に向けた重点計画

【改訂】

世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画

あいちICT戦略プラン2020

IT基本法

デジタル・ガバメント実行計画

【廃止】
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第２章  刈谷市が目指すＤＸ 

 

１ 基本的な考え方 

国が策定した「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」においては、次の

重点取組事項等が示されています。 

           ★印は市町村官民データ活用推進計画で個別施策の５本柱として示された取組  

重点取組事項  

・ 自治体の情報システムの標準化・共通化 3  ★情報システム改革・業務の見直し（BPR） 

(第 15 条 1 項 ) 

・ マイナンバーカード4の普及促進            ★マイナンバーカードの普及・活用 (第 13 条 ) 

・ 自治体の行政手続のオンライン化        ★行政手続等のオンライン化原則 (第 10 条 ) 

・ ＡＩ5・ＲＰＡ6の利用推進  

・ テレワーク7の推進  

・ セキュリティ対策の徹底  

自治体ＤＸの取組みとあわせて取り組むべき事項  

・ 地域社会のデジタル化 8 

・ デジタルデバイド9対策              ★デジタルデバイド対策 (第 14 条 ) 

 

                                                 
3 自治体の主要な 17 業務を処理するシステムについて、国の策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行す

ること。  

4 住民の申請により交付されるプラスチック製のカードで、本人確認のための身分証明書、法令で定められ

た手続を行う際のマイナンバーの確認に利用できる。 IC チップには電子証明書などの機能を搭載している。  

5 Artificial Intelligence の略。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム、あるいは人

間が知的と感じる情報処理・技術。  

6 Robotic Process Automation（ロボットによる業務自動化）の略。定型的なパソコン操作をソフトウエア

のロボットにより自動化するもの。  

7 ICT の利用により時間・空間を有効に活用する就労・作業形態。  

8 デジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を集中的に推進すること。例 :高齢者へのデ

ジタル活用支援。中小企業の DX 支援。 

9 ICT を使える人とそうでない人との間で生じる、地域的身体的社会的な格差。及び、それに伴う社会問題。  
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その他  

 ・ＢＰＲ10の取組みの徹底（書面・押印・対面の見直し） 

★情報システム改革・業務の見直し（BPR）(第 15 条 1 項 ) 

 ・オープンデータ11の推進            ★オープンデータの促進、データの円滑な流通の促進 (第 11 条 ) 

 ・官民データ活用推進計画策定の推進   

 

また、情報システムの整備及び管理の基本的な方針 12では、利用者中心の行政サービスを実

現する上でデジタル化はあくまでも手段と認識することが重要であり、利用者中心の行政サービス

の提供及びプロジェクトを成功に導くために必要となるノウハウとして「サービス設計 12 箇条」が示

され、行政サービス改革を進めるものとしています。 

 

サービス設計 12 箇条  

第１条  利用者のニーズから出発する 

☛利用者の視点に立って、何が必要なのかを考える。 

第２条  事実を詳細に把握する 

☛実態を把握し、課題の可視化と因果関係の整理を行った上で、検討に反映する。  

第３条  エンドツーエンドで考える 

☛利用者の行動全体を一連の流れとして考える。  

第４条  全ての関係者に気を配る 

☛すべての関係者についてどのような影響が発生するかを分析し、Win-Win を目指す。 

 

                                                 
10 BPR は Business Process Reengineering の略。既存の組織やビジネスルールを抜本的に見直し、利用者

の視点に立って、業務プロセス全体について職務、業務フロー、管理機構、情報システムを再設計するこ

と。 

11 公共データであり、活用のため機械での判読に適したデータで、二次利用が可能な利用ルールで公開され

たデータのこと。人手を多くかけずにデータの二次利用が可能となる。  

12 デジタル庁設置法（令和 3 年法律第 36 号）第 4 条第 2 項第 15 号に基づき、デジタル社会の実現に向けた

重点計画（令和 3 年 12 月 24 日閣議決定）等で示す「我が国が目指すデジタル社会」に向けて、国の行政機

関、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の民間事業者の関係者が効果的に協働できるように、特に

情報システムの観点から情報システムの整備及び管理の基本的な方針を定めるもの。  



12 

 

第５条  サービスはシンプルにする 

☛利用者が容易に理解でき、かつ、容易に利用できるようにシンプルに設計する。  

第６条  デジタル技術を活用し、サービスの価値を高める 

☛サービスは一貫してデジタル技術を用い、利用者が受ける便益を向上させる。  

第７条  利用者の日常体験に溶け込む 

        ☛利用者が日常的に多くの接点を持つサービスやプラットフォームとともにサービスが提供される  

ような設計を心掛ける。 

第８条  自分で作りすぎない 

☛サービスを一から作るのではなく、既存システムの再利用や民間サービスの利用を検討する。  

第９条  オープンにサービスを作る 

☛サービス品質を向上させるため、利用者や関係者を巻き込み、意見を取り入れる。  

第 10 条  何度も繰り返す 

☛何度も確認と改善のプロセスを繰り返しながら、サービス品質を向上させる。  

第 11 条  一遍にやらず、一貫してやる 

☛全てを一度に実施しない。ビジョンを明確にして、優先順位や実現可能性を考えて、  

 段階的に実施する。 

第 12 条  情報システムではなくサービスを作る 

☛利用者が得る便益を第一に考え、実現手段であるシステム化に固執しない。  

 

刈谷市ＤＸ推進計画では、ＩＣＴを活用し、本市における課題解決を図るとともに国の自

治体ＤＸ推進計画に示す重点取組事項等を確実に実施するため、基本方針ではＤＸの実現

に向けた基本的な方向性として３つの取組の柱を示し、アクションプランでは、具体的な取組内

容と実施時期を示します。 

なお、アクションプランにおいては「サービス設計 12 箇条」に基づき、利用者（市民）のニーズ、

利用状況及び各部署の業務を詳細に把握、分析した上で取組内容を検討します。 
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２ ＤＸ推進の取組の柱  

前述した基本的な考え方に基づき、さらに市民へのより良いサービスに結びつけるため、本市に

おけるデジタル化の推進の指針となる３つの取組の柱を次のとおり位置づけます。 

 

 

取組の柱１   便利さを実感できる市民のくらしのためのＤＸ  

多様化する市民ニーズに対応することはもとより、これまで行政の課題とされていた、紙による申

請受付や対面による本人確認（または郵送による本人確認書類の添付）など、行政手続きの

煩雑さや複雑さをＩＣＴ化やデジタル化を推進することにより解消を図ります。 

窓口で行うことが必要な手続きについては簡素化を、窓口で必ずしも行う必要のない手続きに

ついては非接触・非対面を前提とする手続き方法の見直しを行います。特に、マイナンバーカード

の普及や活用を進め、行政手続きにおけるオンライン申請の充実及びコンビニ交付サービスの利

用促進など、いつでも、どこでも、簡単に行政手続きを可能とする、市民のくらしに根付いたＤＸを

推進します。 

なお、デジタルでの手続方法などの案内が市民に広く行き渡ることや、 高齢者等デジタル技

術に不慣れな方への配慮をしっかりと行い、デジタル化の恩恵をすべての市民が享受できるよう周

知啓発に努めます。 

便利さを実感できる市民のくらしのためのＤＸ

地域の課題解決と経済活性化のためのＤＸ

持続可能な行政運営のためのＤＸ

１ 

2 

3 
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＜取組の例＞ 

・オンライン手続き・申請・相談の拡充及び利用推進  

・キャッシュレス決済サービスの導入  

・マイナンバーカードの普及促進  

 

取組の柱２   地域の課題解決と経済活性化のためのＤＸ  

統計データやビッグデータなどのオープンデータの利用は、地域の諸課題の解決や経済の活性

化への効果が期待されるとともに、新たな価値を創出することを可能とするため、利便性の高い、

ニーズに即したオープンデータの公開を推進します。 

また、情報弱者となりやすい高齢者、障害者、外国人などに対し、だれもが同じように必要な

情報を入手し活用できる新たな支援の仕組みの構築やサービスの提供、地域交通や通信などの

身近な生活インフラに加え、災害時の情報通信環境を整備するなど、市民にとって充実した豊か

な暮らしが実感できるようＤＸを推進します。 

＜取組の例＞ 

・オープンデータの推進  

・ＩＣＴ講座等の開催  

・Wi-Fi 設備の拡充  

・ホームページ・ＳＮＳ・あいかりを利用した情報発信の充実  

 

取組の柱３   持続可能な行政運営のためのＤＸ  

ＡＩやＲＰＡなどのＩＣＴを活用することにより、業務効率化や適正化を図ります。推進にあ

たっては、業務のあり方を再考し手順の見直しや精査を丁寧に行うことが必要とされていることから、

その効果を検証し、常にＰＤＣＡサイクルを効果的に回し継続的に業務改善が図られるよう取

り組みます。 

さらに、国の自治体ＤＸ推進計画において取組事項とされている「自治体の情報システムの

標準化・共通化」は、住民記録システムをはじめとする基幹系業務システムについて国が定めた
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標準仕様に準拠したシステムへの移行が必要とされています。業務システムの整備においては、対

象となる業務システム以外のシステムへの影響を十分に配慮し、共通基盤を土台とした本市の

基幹系システム全体の再構築を行い、検討から運用開始まで、計画的かつ横断的にシステム導

入に向けて取り組みます。 

こうした取組に加え、職員の意識改革と ICT 活用能力の向上を図ることを目的としたデジタル

人材の育成を行うことにより、組織風土や行政経営の改革、コスト削減や業務の質を高めること

が可能となります。ICT の効果的な活用とデジタル人材育成の取組が市民サービスのさらなる拡

充につながるよう、行政におけるデジタルの積極的な活用に努めます。 

なお、本市が保有するすべての情報資産に対し、サイバー攻撃、自然災害、インフラ障害等あ

らゆる脅威から防御することは市民の財産、プライバシー等を守り、かつ安定的な行政運営を行う

ため大変重要です。デジタル化の推進にあたっては、職員一人ひとりがこうした認識を持つとともに、

情報セキュリティ対策を講じます。 

 

＜取組の例＞ 

・ＡＩ-ＯＣＲやＲＰＡの利用推進  

・テレワークシステムの利用推進  

・Web 会議ツールの利用推進  

・政策形成におけるデータ活用推進  

・システムの標準化・共通化  

・デジタル人材の育成  

・情報セキュリティ対策  
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第３章  推進体制と施策の展開  

 

１ 推進体制 

本市の置かれている状況や社会情勢の急激な変化、さらにはデジタル技術の急速な進展を

考慮し、効果的にＤＸを推し進めるためには、全庁的・横断的に連携することが必要不可欠で

す。従って、本市のＤＸの推進をより着実に進め、最適な方法でＤＸ施策を実施するために、

CIO（最高情報統括責任者）を本部長とする「刈谷市ＤＸ推進本部（以下「推進本部」と

いう。）」を令和４年（2022 年）に新たに設置し、本市の情報施策の基本的な方針を定める

とともに、全庁的な情報化施策の推進を図ります。また、推進本部の下に、必要な事項の調査

や研究をするための実務をベースとした検討組織を設置するなど、柔軟な体制づくりを行います。  

なお、上位計画である第８次総合計画の策定（令和５年（2023 年））にあたっては、推

進本部において総合計画とＤＸ基本方針及びアクションプランの内容の整合性を十分確認し、

刈谷市ＤＸ推進計画を見直すものとします。 

 ✤７ 体制図  

 

情報政策課

刈谷市ＤＸ推進本部

本部長

…本部員 本部員 本部員

（事務局）

CIO
（最高情報統括責任者）

CIO補佐
（最高情報統括責任者補佐）

副本部長

検討組織
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２ ＤＸ施策の展開 

本基本方針に掲げた３つの取組の柱及び令和３年（2021 年）7 月に国が示した自治体

ＤＸ推進手順書を踏まえ、令和４年度（2022 年度）中に基本方針に基づく具体的な実施

施策であるアクションプランを策定します。アクションプランにおいては、国の自治体ＤＸ推進計画に

示された取組事項について個別施策を定め、年度末には担当部署から報告を受けるとともに、

各施策の進捗及び効果に関する評価や分析を行い、適時改善を図ります。なお、情報政策課

が中心となり個別施策の進行管理を行っていきます。 
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